
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（法人番号7050005005207）
の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について
1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　　（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

　理事長
　副理事長
　理事
　監事

　非常勤役員

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  平成28年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　③ 役員報酬基準の内容及び平成28年度における改定内容

当法人においては、常勤役員の俸給の月額や期末特別手当の額について、常勤役員の業績を考慮して理事
長が必要と認めるときは増減することとしているが、平成28年度においては、業績反映による役員報酬の増減は行
わなかった。

常勤役員の報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。

月額については、役員給与規程に則り、俸給に諸手当（地域手当、広域異動手当、通勤手
当、単身赴任手当及び寒冷地手当）を加算して算出することとしている。

期末特別手当についても、役員給与規程に則り、期末特別手当基礎額（俸給の月額＋地域
手当の月額＋広域異動手当の月額＋（俸給の月額＋地域手当の月額＋広域異動手当の月
額）×100分の20＋俸給の月額×100分の25）に、６月に支給する場合においては100分の
145、12月に支給する場合においては100分の185を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間
におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

なお、平成28年度における改定内容は、人事院勧告を参考に次のとおりとしている。
（１）広域異動手当の支給割合を引き上げ。（異動前後の事務所間の距離区分60km以上
300km未満4％→5％、300km以上8％→10％）
（２）単身赴任手当の支給月額を引き上げ。（基礎額26,000円→30,000円、加算額の限度額
58,000円→70,000円）
（３）期末特別手当の年間支給月数を引き上げ。（0.1月分 3.2月分→3.3月分）

当法人の主要事業は、「食料・農業・農村」に関する総合的な試験研究である。
役員報酬の支給水準の設定を検討するにあたっては、国家公務員における研究所の長に適用される指定職俸

給表を参考としている。
（理事長については、国家公務員指定職俸給表5号俸を参考としており、同号俸が適用される国家公務員の年

間報酬額は19,408千円と推定）

非常勤役員の報酬支給基準は、役員給与規程に則り、非常勤役員手当（勤務１日につき
27,100円）に通勤手当の日額を加算して算出することとしている。
また、交通用具使用者に係る通勤手当の日額については、常勤役員に適用される月額を基

礎として算出することとしている。

（※平成28年度は該当はいない。）
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２　役員の報酬等の支給状況
平成28年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

理事長 1,418 （地域手当） ※

18,448 11,820 5,160 50 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

副理事長 1,314 （地域手当） ＊

17,609 10,956 4,783 556 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

Ａ理事 1,202 （地域手当） ※

15,647 10,020 4,374 51 （通勤手当） 4月1日
千円 千円 千円 千円

B理事 1,342 （地域手当） ◇

15,467 9,324 4,141 660 （通勤手当） 4月1日
千円 千円 千円 千円

C理事 1,119 （地域手当） ※

14,513 9,324 4,070 0 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

D理事 1,202 （地域手当） ※

15,647 10,020 4,374 51 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

Ｅ理事 1,119 （地域手当） ※

14,105 9,324 2,813 849 （通勤手当） 4月1日
千円 千円 千円 千円

F理事 1,119 （地域手当） ※

14,787 9,324 4,070 274 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

G理事 1,119 （地域手当） ※

14,598 9,324 4,070 85 （通勤手当） 4月1日
千円 千円 千円 千円

H理事 1,119 （地域手当） ◇

15,121 9,324 4,070 608 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

Ｉ理事 1,119 （地域手当）

15,141 9,324 4,070 628 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

J理事 1,119 （地域手当） ◇

15,044 9,324 4,070 531 （通勤手当） 4月1日
千円 千円 千円 千円

Ａ監事 1,038 （地域手当）

12,584 8,652 2,611 283 （通勤手当） 4月1日
千円 千円 千円 千円

B監事 1,038 （地域手当）

13,999 8,652 3,777 532 （通勤手当）
千円 千円 千円 千円

C監事 936 （地域手当） ◇

12,801 7,800 3,405 660 （通勤手当） 4月1日
注１：

注２：

役名
その他（内容）

「前職」欄の記号は、役員の前職の種類別に、「＊」は退職公務員、「◇」は役員出向者、「※」は独立行政法人等の
退職者、「＊※」は退職公務員でその後独立行政法人等の退職者であり、該当がない場合は空欄。

「地域手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給されているものである。

前職
就任・退任の状況
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３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

　理事長

　副理事長

　理事

　監事

注：

【主務大臣の検証結果】

他の国立研究開発法人の平成27年度における平均報酬額は、常勤職員数が1,000人以上である11法人
の平成27年度分の公表値を基に算定した値（通勤手当を除く。）である。

当法人は、農林水産省の試験研究機関を統合し設立された我が国最大の「食料・農業・農
村」に関する総合的な試験研究機関であり、高度な専門分野の研究所及び全国を地域別にカ
バーする研究センター等を配置し、我が国の農業の発展のための研究開発を行っている。

このような機関を代表し、その業務を総理する理事長として、当該分野の研究に実績のある者
を招聘する必要があり、当該分野の他機関と同程度の待遇とする必要があることから、一般職
の職員の給与に関する法律の指定職俸給表を参考として報酬水準を設定している。

総務省公表資料である「独立行政法人における役職員の給与水準等（平成27年度）」の「役
員報酬の支給状況」等を基に、当法人と職員数が同等規模の他の国立研究開発法人の理事
長の年間報酬額を算出した（平成27年度における平均報酬額は19,002千円（推定値）注）とこ
ろ、これより低いものとなっている。（当法人理事長の報酬額18,398千円（通勤手当を除く。））

これらを踏まえると、当法人の理事長の報酬水準は妥当なものと考える。

理事長を補佐して当法人の業務を掌理する副理事長として、一般職の職員の給与に関する
法律の指定職俸給表を参考として報酬水準を設定している。

総務省公表資料である「独立行政法人における役職員の給与水準等（平成27年度）」の「役
員報酬の支給状況」等を基に、当法人と職員数が同等規模の他の国立研究開発法人の副理
事長の年間報酬額を算出した（平成27年度における平均報酬額18,490千円（推定値）注）とこ
ろ、これより低いものとなっている。（当法人副理事長の報酬額17,053千円（通勤手当を除く。））

これらを踏まえると、当法人の副理事長の報酬水準は妥当なものと考える。

理事長及び副理事長を補佐して当法人の業務を掌理する理事として、一般職の職員の給与
に関する法律の指定職俸給表を参考として報酬水準を設定している。

総務省公表資料である「独立行政法人における役職員の給与水準等（平成27年度）」の「役
員報酬の支給状況」等を基に、当法人と職員数が同等規模の他の国立研究開発法人の理事
の年間報酬額を算出した（平成27年度における平均報酬額15,564千円（推定値）注）ところ、こ
れより低いものとなっている。（当法人理事の平均報酬額14,633千円（通勤手当を除く。））

これらを踏まえると、当法人の理事の報酬水準は妥当なものと考える。

当法人の業務を監査する監事として、一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表を
参考として報酬水準を設定している。

総務省公表資料である「独立行政法人における役職員の給与水準等（平成27年度）」の「役
員報酬の支給状況」等を基に、当法人と職員数が同等規模の他の国立研究開発法人の監事
の年間報酬額を算出した（平成27年度における平均報酬額13,087千円（推定値）注）ところ、こ
れより低いものとなっている。（当法人監事の平均報酬額12,636千円（通勤手当を除く。））

これらを踏まえると、当法人の監事の報酬水準は妥当なものと考える。

当該法人の役員の報酬は、総務省公表資料による「独立行政法人における役職員の給与水
準（平成27年度）」を基に、職員数が同等規模である他の国立研究開発法人の役員の年間報
酬額と比較しても低い水準となっている。

また、中期目標に定められた業務について、農林水産大臣による平成27年度の総合評価結
果が「Ａ」評価であり、 「食料・農業・農村」に関する技術的な課題を担う中核的な試験研究機
関を統括し、的確に業務を遂行していることを鑑みると妥当な報酬水準であると考える。
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４　役員の退職手当の支給状況（平成28年度中に退職手当を支給された退職者の状況）
区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

5,039 5 0 平成28年3月31日 0.9 ※
千円 年 月

8,282 8 0 平成28年3月31日 1.0 ※
千円 年 月

3,182 3 0 平成28年3月31日 1.0 ＊
千円 年 月

4,204 4 0 平成28年3月31日 1.0 ※
千円 年 月

2,737 3 0 平成28年3月31日 0.9 ※
千円 年 月

2,027 2 0 平成28年3月31日 1.0 ※
千円 年 月

2,027 2 0 平成28年3月31日 1.0 ※
千円 年 月

2,737 3 0 平成28年3月31日 0.9 ※
千円 年 月

2,737 3 0 平成28年3月31日 0.9 ※
千円 年 月

2,822 3 0 平成28年3月31日 1.0 ※
千円 年 月

2,349 3 0 平成28年3月31日 1.0 ※
千円 年 月

2,068 3 0 平成28年3月31日 0.9
千円 年 月

4,817 7 0 平成28年3月31日 0.9
注１：

注２：

法人での在職期間

「前職」欄の記号は、役員の前職の種類別に、「＊」は退職公務員、「◇」は役員出向者、
「※」は独立行政法人等の退職者、「＊※」は退職公務員でその後独立行政法人等の退職
者であり、該当がない場合は空欄。

平成28年4月統合前の農業生物資源研究所、農業環境技術研究所及び種苗管理センター
における退職役員を含めて記載している。

理事長A

理事長B

理事長C

理事A

理事B

理事C

監事B

理事D

理事E

理事F

理事G

理事H

監事A

５６歳２８歳 ６０歳…………………………………………………… （国）（平均）（第１分位）（平均）（第３分位）１１人 ９人 (人)
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５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

判断理由

「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて（平成27年5月25日総務大臣決定）」に
基づき業績勘案率を計算した結果1.0となるが、不適正な経理処理事案を考慮し、農林水産大臣が業績勘案率を
0.9と決定した。総務省独立行政法人評価制度委員会評価部会による審議においても意見はなかった。
このことから、理事の退職手当の水準は妥当であると判断している。

理事Ｈ

「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて（平成27年5月25日総務大臣決定）」に
基づき業績勘案率を計算した結果1.0となるが、不適正な経理処理事案を考慮し、農林水産大臣が業績勘案率を
0.9と決定した。総務省独立行政法人評価制度委員会評価部会による審議においても意見はなかった。
このことから、理事の退職手当の水準は妥当であると判断している。

理事Ｆ

理事Ｅ

理事Ｂ

「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて（平成27年5月25日総務大臣決定）」に
基づき業績勘案率を計算した結果1.0となるが、不適正な経理処理事案を考慮し、農林水産大臣が業績勘案率を
0.9と決定した。総務省独立行政法人評価制度委員会評価部会による審議においても意見はなかった。
このことから、理事の退職手当の水準は妥当であると判断している。

理事Ｃ

「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて（平成27年5月25日総務大臣決定）」に
基づき業績勘案率を計算した結果1.0となり、その他考慮すべき事項等もないため、農林水産大臣が業績勘案率を
1.0と決定した。総務省独立行政法人評価制度委員会評価部会による審議においても意見はなかった。
このことから、理事の退職手当の水準は妥当であると判断している。

理事Ｄ

「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて（平成27年5月25日総務大臣決定）」に
基づき業績勘案率を計算した結果1.0となり、その他考慮すべき事項等もないため、農林水産大臣が業績勘案率を
1.0と決定した。総務省独立行政法人評価制度委員会評価部会による審議においても意見はなかった。
このことから、理事の退職手当の水準は妥当であると判断している。

理事Ｇ

「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて（平成27年5月25日総務大臣決定）」に
基づき業績勘案率を計算した結果1.0となるが、不適正な経理処理事案を考慮し、農林水産大臣が業績勘案率を
0.9と決定した。総務省独立行政法人評価制度委員会評価部会による審議においても意見はなかった。
このことから、理事長の退職手当の水準は妥当であると判断している。

理事長Ａ

理事長Ｂ

「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて（平成27年5月25日総務大臣決定）」に
基づき業績勘案率を計算した結果1.1となるが、不適正な経理処理事案を考慮し、農林水産大臣が業績勘案率を
1.0と決定した。総務省独立行政法人評価制度委員会評価部会による審議においても意見はなかった。
このことから、理事長の退職手当の水準は妥当であると判断している。

理事長Ｃ

「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて（平成27年5月25日総務大臣決定）」に
基づき業績勘案率を計算した結果1.0となり、その他考慮すべき事項等もないため、農林水産大臣が業績勘案率を
1.0と決定した。総務省独立行政法人評価制度委員会評価部会による審議においても意見はなかった。
このことから、理事長の退職手当の水準は妥当であると判断している。

「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて（平成27年5月25日総務大臣決定）」に
基づき業績勘案率を計算した結果1.1となるが、不適正な経理処理事案を考慮し、農林水産大臣が業績勘案率を
1.0と決定した。総務省独立行政法人評価制度委員会評価部会による審議においても意見はなかった。
このことから、理事の退職手当の水準は妥当であると判断している。

理事Ａ

「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて（平成27年5月25日総務大臣決定）」に
基づき業績勘案率を計算した結果1.0となり、その他考慮すべき事項等もないため、農林水産大臣が業績勘案率を
1.0と決定した。総務省独立行政法人評価制度委員会評価部会による審議においても意見はなかった。
このことから、理事の退職手当の水準は妥当であると判断している。

「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて（平成27年5月25日総務大臣決定）」に
基づき業績勘案率を計算した結果1.0となり、その他考慮すべき事項等もないため、農林水産大臣が業績勘案率を
1.0と決定した。総務省独立行政法人評価制度委員会評価部会による審議においても意見はなかった。
このことから、理事の退職手当の水準は妥当であると判断している。

監事Ａ

「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて（平成27年5月25日総務大臣決定）」に
基づき業績勘案率を計算した結果1.0となるが、不適正な経理処理事案を考慮し、農林水産大臣が業績勘案率を
0.9と決定した。総務省独立行政法人評価制度委員会評価部会による審議においても意見はなかった。
このことから、監事の退職手当の水準は妥当であると判断している。

監事Ｂ

「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて（平成27年5月25日総務大臣決定）」に
基づき業績勘案率を計算した結果1.0となるが、不適正な経理処理事案を考慮し、農林水産大臣が業績勘案率を
0.9と決定した。総務省独立行政法人評価制度委員会評価部会による審議においても意見はなかった。
このことから、監事の退職手当の水準は妥当であると判断している。

（業績給の仕組み）
常勤役員の業績を考慮して理事長が必要と認めるときは、俸給の月額や期末特別手当の額を増減する仕組みと

している。
（今後の対応方針）

現在の業績給の仕組みを継続。
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

　③　 給与制度の内容及び平成28年度における主な改定内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

当法人の職員の給与水準については、国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、当法人の業務実績並
びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮し設定している。

人件費管理の基本的方針については、中長期計画における職員の人事に関する計画に基づき、人員の適正な
配置及び合理化を行い、中長期計画に記載した人件費の見積りの範囲内で適切に管理を行っている。

当法人においては、業績給を導入し、職員の勤務成績等に応じて、昇給や勤勉手当の成績率を次により決定し
ている。
（１）昇給

勤務成績が適切に反映されるよう職員を初任層と中間層及び管理職層に区分し、さらにそれぞれの職員層
ごとに、５段階（Ａ～Ｅ）の昇給区分に応じた昇給号俸数を設定し、毎年１月１日に前年１年間の勤務成績を
判定し昇給させる仕組みとしている。
さらに、研究職員俸給表の適用職員にあっては、顕著な研究業績を挙げたと認められる場合等には、特別

な昇給を行っている。

（２）勤勉手当（査定分）
職員の勤務成績に応じ、100分の185（特定管理職員にあっては、100分の225）を超えない範囲内に
おいて成績率を決定し、俸給等の月額にこれを乗ずること等により勤勉手当を支給している。

職員の給与は、職員給与規程に則り、俸給、俸給調整額及び諸手当（俸給の特別調整額、扶養手当、地域手
当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、期末
手当、勤勉手当、期末特別手当及び寒冷地手当）を支給している。

※職種の別により、支給の対象となる手当が異なる。

期末手当については、期末手当基礎額（俸給の月額＋扶養手当の月額＋地域手当の月額＋広域異動手当の
月額＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に、６月に支給する場合においては100分の122.5（特定管理職員に
あっては100分の102.5）、12月に支給する場合においては100分の137.5（特定管理職員にあっては100分の117.5）
を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

勤勉手当については、勤勉手当基礎額（俸給の月額＋地域手当の月額＋広域異動手当の月額＋役職段階別
加算額＋管理職加算額）に、理事長が定める基準に従って得られる割合（成績率）を乗じ、さらに基準日以前６箇
月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

なお、平成28年度における改定内容は、人事院勧告を参考に次のとおりとしている。
（１）俸給月額を引き上げ。（平均改定率0.2％）
（２）広域異動手当の支給割合を引き上げ。（異動前後の事務所間の距離区分60km以上300km未満4％→5％、
300km以上8％→10％）
（３）単身赴任手当の支給月額を引き上げ。（基礎額26,000円→30,000円、加算額の限度額58,000円→70,000円）
（４）期末・勤勉手当の年間支給月数の引き上げ。（0.1月分 4.35月分→4.45月分）
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２　職員給与の支給状況
　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

2,647 47.7 8,036 5,934 76 2,102
人 歳 千円 千円 千円 千円

765 46.4 6,885 5,022 73 1,863
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,418 48.3 9,335 6,940 77 2,395
人 歳 千円 千円 千円 千円

448 47.3 5,708 4,178 80 1,530
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 57.6 13,628 9,899 139 3,729
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

47 40.5 6,405 4,956 112 1,449
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 46.5 6,927 5,292 27 1,635
人 歳 千円 千円 千円 千円

43 40 6,356 4,925 119 1,431

人 歳 千円 千円 千円 千円

37 61.5 3,710 3,710 92 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

26 61.5 3,472 3,472 101 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

11 61.5 4,273 4,273 71 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

172 46 3,188 3,188 91 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

50 49.4 2,207 2,207 90 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

19 51.1 5,388 5,388 190 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

103 43.4 3,258 3,258 74 0

事務・技術

研究職種

指定職員

再任用職員

区分 人員 平均年齢

平成28年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

技術専門職員

医療職員
（診療所看護師）

任期付職員

事務・技術

研究職種

常勤職員

事務・技術

研究職種

委託費等雇用職員

非常勤職員

事務・技術

研究職種

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：在外職員の区分については該当者がないため記載を省略している。
注３：表記の区分のうち、教育職種については当法人において職種が存在しないため記載を省略している。
注４：「技術専門職員」とは、試験圃場管理、実験動物管理、その他庁務及びこれらに準ずる専門的業務に従事する職種を示す。
注５：「指定職員」とは、研究所長等のうち理事長が定める役職を占める職員を示す。
注６：「委託費等雇用職員」とは、委託費等から給与を支給している非常勤職員を示す。
注７：常勤職員の医療職員については、該当者が１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

人数以外は記載していない。
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② 年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）
〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

注：年齢20－23歳には当法人に該当者はいない。

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

0

20

40

60

80

100

120

140

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

人数
平均給与額
第３四分位
第１四分位
国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人
千円

0

50

100

150

200

250

300

350

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

人数
平均給与額
第３四分位
第１四分位
国の平均給与額

年間給与の分布状況（研究職員）
人

千円
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

23 57.6 10,055

11 55.6 8,697

80 56.6 8,703

145 53.1 7,685

436 44.1 6,406

16 28.7 4,071

55 30.4 4,008

（研究職員）

平均
人 歳 千円

116 56.4 11,944

32 51.5 9,866

883 50.8 9,711

319 41.3 7,802

68 33.4 5,346

④

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

53.2 51.2 52.1
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.8 48.8 47.9

％ ％ ％

         最高～最低 54.8～36.9 53.0～40.7 52.4～39.1
％ ％ ％

60.5 56.9 58.5
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 39.5 43.1 41.5

％ ％ ％

         最高～最低 46.6～31.3 49.5～36.5 48.2～37.6

（研究職員）

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

51.9 49.9 50.8
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 48.1 50.1 49.2

％ ％ ％

         最高～最低 55.3～35.5 57.0～41.4 54.4～40.1
％ ％ ％

61.0 57.1 58.9
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 39.0 42.9 41.1

％ ％ ％

         最高～最低 49.0～28.1 51.5～35.9 49.8～36.4

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

部　　　　　　長 11,537 ～ 8,126

本　部　課　長   9,840 ～ 7,453

地　方　課　長  10,212 ～ 7,023

課　長　補　佐   9,219 ～ 6,440

係　　　　　　長   9,021 ～ 4,182

本　部　係　員   4,646 ～ 3,390

地　方　係　員   5,379 ～ 2,932

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

部　　　　　　長  14,447 ～ 10,051

本部研究課長 12,088 ～ 8,419

地方研究課長 12,895 ～ 7,239

主 任 研 究 員   9,136 ～ 5,962

研     究     員   6,592 ～ 3,719

賞与（平成28年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

２人 ５人

２人 ５人 ９人
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３　給与水準の妥当性の検証等
（事務・技術職員）

96.4

100.2

98.7

100.8

 【 支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　99.0％ 】

  （ 国からの財政支出額　82,115百万円、

　　支 出 予 算 の 総 額  82,979百万円 ： 平成28年度予算 ）

 【 累積欠損額　2,260百万円（平成27年度決算） 】

 【 管理職の割合　16.3％（常勤職員数766名中 125名） 】

 【 大卒以上の高学歴者の割合　22.8％（常勤職員数766名中 175名） 】

 【 支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　39.2％ 】

  （ 支　 　出　 　総　 　額　 70,301百万円、

　　給与・報酬等支給総額  27,535百万円 ： 平成27年度決算 ）

（法人の検証結果）

（主務大臣の検証結果）

－

項目 内容

　対国家公務員
　指数の状況

・年齢勘案

・年齢・地域勘案

・年齢・学歴勘案

・年齢・地域・学歴勘案

  国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　給与水準の妥当性の
　検証

　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合について、当法人は、国からの
財政支出である運営費交付金、施設整備費補助金、受託収入等で運営されてお
り、総額に占める国からの財政支出割合が高くなっていることに鑑み、引き続き適正
な水準の維持に努める。
　累積欠損額について、民間研究促進業務勘定の累積欠損金2,260百万円は、政
府出資金を財源として民間会社へ研究委託を行う事業であるため一時的に発生し
たものであり、研究終了後、商品化による売上納付金で欠損金を解消することとなっ
ており、給与水準に関係するものではない。
　当法人の職員給与規程及び給与水準は、国家公務員の職員給与を規定している
一般職の職員の給与に関する法律等に基づく国家公務員の給与水準を参考として
おり、妥当と判断する。

　給与水準は国家公務員とほぼ同じ水準であり、国家公務員を参考にした給与規程
に基づき支給が行われていることから、法人の給与は妥当な水準にあると考える。
　なお、年齢・地域勘案及び年齢・地域・学歴勘案の指数が100.0を超えているの
は、勤務地が全国広範囲に所在していることから、広域異動手当及び寒冷地手当を
受給する職員の割合が高いため、また、その他の諸手当を受給する職員の割合が
高いためである。

　講ずる措置

　当法人は、全国に研究拠点等を配置し、全国的な異動を実施しているため、広域
異動手当の受給者の割合が国家公務員に比べて高くなっている。また、寒冷地にお
ける研究拠点の職員数が多いため、寒冷地手当の受給者の割合が国家公務員に
比べて高くなっている。さらに、住居手当の受給者の割合についても国家公務員に
比べて高くなっている。
　これらのことが、「年齢・地域勘案」及び「年齢・地域・学歴勘案」での指数が100を
超える要因となっていると推察される。

〈各種手当の受給者の割合〉
広域異動手当 ： 15.5％（国 12.8％）
寒冷地手当 ： 21.7％（国 12.2％）
住居手当 ： 33.6％（国 21.5％）

※国家公務員の数値は、平成28年度国家公務員給与等実態調査報告書
　（人事院）より算出
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（研究職員）

98.2

105.0

97.7

104.2

 【 支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　99.0％ 】

  （ 国からの財政支出額　82,115百万円、

　　支 出 予 算 の 総 額  82,979百万円 ： 平成28年度予算 ）

 【 累積欠損額　2,260百万円（平成27年度決算） 】

 【 管理職の割合　13.5％（常勤職員数1,418名中 192名） 】

 【 大卒以上の高学歴者の割合　99.9％（常勤職員数1,418名中 1,417名） 】

 【 支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　39.2％ 】

  （ 支　 　出　 　総　 　額　 70,301百万円、

　　給与・報酬等支給総額  27,535百万円 ： 平成27年度決算 ）

（法人の検証結果）

（主務大臣の検証結果）

－

項目 内容

　対国家公務員
　指数の状況

・年齢勘案

・年齢・地域勘案

・年齢・学歴勘案

・年齢・地域・学歴勘案

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　当法人は、全国に研究拠点等を配置し、全国的な異動を実施しているため、広域
異動手当及び単身赴任手当の受給者の割合が国家公務員に比べて高くなってい
る。また、寒冷地における研究拠点の職員数が多いため、寒冷地手当の受給者の
割合についても国家公務員に比べて高くなっている。さらに、扶養手当及び住居手
当の受給者の割合についても国家公務員に比べて高くなっている。
　これらのことが、「年齢・地域勘案」及び「年齢・地域・学歴勘案」での指数が100を
超える要因となっていると推察される。

〈各種手当の受給者の割合〉
広域異動手当 ： 5.2％（国 0.3％）
単身赴任手当 ： 5.2％（国 2.6％）
寒冷地手当 ： 14.7％（国 0.1％）
扶養手当 ： 66.3％（国 58.1％）
住居手当 ： 43.0％（国 28.0％）

※国家公務員の数値は、平成28年度国家公務員給与等実態調査報告書
　（人事院）より算出

　給与水準の妥当性の
　検証

　支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合について、当法人は、国からの
財政支出である運営費交付金、施設整備費補助金、受託収入等で運営されてお
り、総額に占める国からの財政支出割合が高くなっていることに鑑み、引き続き適正
な水準の維持に努める。
　累積欠損額について、民間研究促進業務勘定の累積欠損金2,260百万円は、政
府出資金を財源として民間会社へ研究委託を行う事業であるため一時的に発生し
たものであり、研究終了後、商品化による売上納付金で欠損金を解消することとなっ
ており、給与水準に関係するものではない。
　当法人の職員給与規程及び給与水準は、国家公務員の職員給与を規定している
一般職の職員の給与に関する法律等に基づく国家公務員の給与水準を参考として
おり、妥当と判断する。

　給与水準は国家公務員とほぼ同じ水準であり、国家公務員を参考にした給与規程
に基づき支給が行われていることから、法人の給与は妥当な水準にあると考える。
　なお、年齢・地域勘案及び年齢・地域・学歴勘案の指数が100.0を超えているの
は、勤務地が全国広範囲に所在していることから、広域異動手当及び寒冷地手当を
受給する職員の割合が高いため、また、その他の諸手当を受給する職員の割合が
高いためである。

　講ずる措置
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４　モデル給与

○ 22歳（大卒初任給、独身）

　　 月額 178,200円　年間給与 2,921,000円

○ 35歳（本部係長、配偶者・子１人（15歳未満））

　　 月額 331,968円　年間給与 5,470,000円

○ 45歳（本部課長補佐、配偶者・子２人（15歳未満））

　　 月額 450,240円　年間給与 7,512,000円

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

（業績給の仕組み）
職員の勤務成績等に応じて、昇給や勤勉手当の成績率を決定している。

（今後の対応方針）
現在の業績給の仕組みを継続。
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Ⅲ　総人件費について

平成27年度 平成28年度
千円 千円

(A)
千円 千円

(Ｂ)
千円 千円

(Ｃ)
千円 千円

(Ｄ)
千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)
注１：

注２：

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

非常勤役職員等給与について、財務諸表附属明細書「役員及び職員の給与明細」の非常勤職員給与
には、人材派遣会社等からの人材派遣サービスの経費が計上されていないため本表とは一致しない。

前年度（平成２７年度）相当額については、それぞれ統合前の農業生物資源研究所、農業環境技術研
究所及び種苗管理センターの支出額を含めて集計した。

3,769,346 3,671,546

区　　分

給与、報酬等支給総額

27,272,16827,534,531

退職手当支給額

2,928,6392,348,260

福利厚生費

4,686,6964,587,978

最広義人件費

38,559,04938,240,115

非常勤役職員等給与

①常勤、非常勤役職員ともに職員数が減少したことにより、給与、報酬等支給総額（対前年度比
△1.0％）、非常勤役職員等給与（対前年度比△2.6％）が減少となった。

また、最広義人件費については、対前年度比＋0.8％となったが、上記の減少要因のほか、退職者数
の増加に伴う退職手当支給額の増加（対前年度比+24.7％）、年金一元化による共済組合負担金率の
引き上げ及び社会保険加入適用条件の拡大に伴う福利厚生費の増加（対前年度比+2.2％）によるもの
である。

② 「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成24年８月７日閣議決定）に基づき、
平成25年１月から以下の措置を講ずることとした。

・役員の退職手当について、平成25年１月より、在職期間に応じて計算される支給額に以下の割合を乗
じて得られる額へ引き下げの改正を行った。

平成25年１月１日から平成25年９月30日までの期間、100分の98の割合を乗じて得た額。
平成25年10月１日から平成26年６月30日までの期間、100分の92の割合を乗じて得た額。
平成26年７月１日以降の期間、100分の87の割合を乗じて得た額。

・職員の退職手当について、平成25年２月より、退職する者の退職する理由及び勤続期間に応じて計
算される支給率に以下の割合を乗じて得られる支給率へ引き下げの改正を行った。

平成25年２月１日から平成25年９月30日までの期間、100分の98の割合を乗じた支給率。
平成25年10月１日から平成26年６月30日までの期間、100分の92の割合を乗じた支給率。
平成26年７月１日以降の期間、100分の87の割合を乗じた支給率。

特になし。
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